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IMSのすべてが

ここに！

【企業ＰＲ動画】

お問い合わせ
お申し込み

 ⾏政書⼠法⼈IMSは、⼊国管理局への⽇本ビザ申請のみならず、在⽇⽶国⼤使館・領事館への
アメリカビザ申請をサポートし、他社にはない独⾃の特⾊と強みを有します。
⽇本⼈が観光や商⽤で渡⽶する際で、90⽇未満の滞在であればアメリカビザを取得する
必要がありませんが、逮捕歴や犯歴がある場合、ESTAの申請を⾏っても許可がでないため
ビザ申請が必要となります。
現在多くの⾏政書⼠の先⽣の皆様が外国⼈の在留資格⼿続きを
業とされていると思いますが、競業者が多く、業務を正当な価格で
受任するは難しいの現状かと存じます。
 このアメリカビザ申請のノウハウを⾝に着けると、他の⾏政書⼠と
差別化が図られ、事務所経営にとって⾮常に有益となります。
是⾮今回の研修セミナーを受講いただき、皆様⽅の新しい事業展開に
お役⽴ていただければ幸いに存じます。

他の⾏政書⼠事務所との差別化！他の⾏政書⼠事務所との差別化！
既存客への既存客へのアプローチアプローチで有益な事業に！で有益な事業に！

アメリカB1・B2ビザ
申請実務家オンラインセミナー

⾏政書⼠法⼈IMS主催

左：⾏政書⼠法⼈IMS �代表村井尚⼈
右：元駐⽇アメリカ合衆国⼤使
  キャロライン・ケネディ⽒
        （⼤使公邸にて）



５ ⾯接予約の⽅法及びDS-160の作成

�・注意すべき事項

６ 必要書類について

�・必要書類と補⾜書類

�・書類の⽬的

�・ホームタイとは

７ ビザ⾯接時の注意点

�・⾯接の流れ

�・持参すべき持ち物、持ち込みできない物

�・⾯接の重要性

�・領事からの質問内容

�・⾯接の落とし⽳

第２部（80分）第１部（60分）

１ ビザとは

２ どのビザをとるべきか-⽶国ビザの種類について

３ ⽶国ビザと⽇本ビザの相違点・類似点

４ ⽶国Bビザについて

�・Bビザとは

�・ESTAとは

�・Bビザを取得しなければならないケース

（ESTA却下歴、ビザ却下歴、⼊国拒否歴、

�オーバースティ歴、逮捕・有罪判決歴）

・ESTAを利⽤できてもBビザを取得すべきケース

（90⽇以上滞在したい場合、頻繁に渡⽶したい場合）

�・Bビザでの仕事の可否

�・Bビザ申請が許可になるケース、却下になるケース

�８ 渡⽶（⼊国審査）時の注意点

�９ ⽶国ビザ申請サポートにおいて注意すべき事項

�・⽶国ビザが⽇本ビザに⽐べて難しい点

�・参考にすべき法律、ウェブサイト

�１０ 質疑応答

第3部（40分）

講 師

⾏政書⼠ 松井 明⼦⾏政書⼠ 松井 明⼦  
（Akiko�Matsui）（Akiko�Matsui）

� ⼤学卒業後、⻑くビザ関係の仕事に携わってまいりました。⽇本の⼊国管理局（現・出⼊国在留管理庁）では審査をする⽴場でしたが、現
在は⾏政書⼠としてお客様の申請書類を作成し、アメリカビザ申請のお⼿伝いをさせていただいております。
アメリカビザを望む⽅は、観光、ビジネス、留学、駐在、結婚等理由は様々であり、いずれも⼈⽣の分岐点に⽴ってのビザ申請というケースが
⾮常に多いように思います。弊社ではアメリカビザに関しても⽇本⼈のみならず、外国籍の⽅からのご依頼も多く頂戴しております。
そのような⽅々のビザ申請サポートを通じて、ご申請者それぞれの新たな⼀歩を踏み出すお⼿伝いを⾏うことができるこの仕事に⾮常にやりが
いを感じております。
 ⽇本の⼊管法と⽶国の移⺠国籍法は似ている部分が多くあります。⽇本の⼊管関係の業務を⾏っている⽅であれば、アメリカビザの申請サポ
ートは決して敷居が⾼いものではありません。「国際業務」に通じた⾏政書⼠として、アメリカビザサポートもその業務の⼀部に⼊れみてはい
かがでしょうか。国際業務をご⾃⾝のメイン業務としてお考えの⾏政書⼠の⽅々に本セミナーが⼀助となれば幸いです。

アメリカB1/B2ビザ申請の基礎・申請ノウハウを学ぶチャンス！

⾏政書⼠法⼈IMSにおける申請経験豊富なアメリカビザ申請実務家が正しいB1/B2ビザの情報を共有いたします。

アメリカB1・B2ビザ
申請実務家オンラインセミナー

慶應義塾⼤学法学部政治学科卒業 
法務省⼊国管理局及び東京⼊国管理局において、16年間勤務
⽶国滞在歴6年間
現在⾏政書⼠法⼈IMSにてアメリカビザチーフコンサルタントとして勤務

先着100名様限定！

お申込みはお早めに！

お申込み⽅法 受講料：55,000円（税込）受講料：55,000円（税込）
右記URLのフォームにアクセスし、必要事項をご⼊⼒のうえ
お申込みください。事務局より追ってご案内差し上げます。


